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第6章 財源試算 
 

6-1 財源試算の経営目標 

財源試算の経営目標は以下に示すとおりです。 
 

 

 

6-2 財源試算 

地方公営企業がその経営に必要とする経費を賄うための主な財源としては、使用料収
入、他会計繰入金、企業債があり、その他の財源としては、国庫補助金、受益者負担金・
分担金などが挙げられます 
使用料収入は 3-3-2 項で述べたとおり現状のままでは減額していくため、令和 11 年

度に使用料改定を実施し、令和 16 年度まで経費回収率 100％を維持することを想定し
た「使用料単価 12.4％増」のケースを改善案として設定しました。 
他会計繰入金*は総務省が定める基準内繰入金*とそれ以外の基準外繰入金*がありま

すが、基準外繰入金については、令和 7 年度以降段階的に減額し、令和 9年度にゼロに
する計画としています。 

 
 
 
 
 

〈 用語解説 〉 

【 他会計繰入金（基準内・基準外） 】 

一般会計が負担する経費であり、「基準内」は下水道経営に伴う収入をもって充てることが

適当でないと認められる経費。総務省の基準に基づく。「基準外」は「基準内」に該当しない

経費であり、地方公共団体が任意で繰入を行う。 

・一般会計繰入金（基準内）：収支計画表上の他会計負担金（収益的収支*）、他会計出資金 

（資本的収支*）が該当する。 

・一般会計繰入金（基準外）：収支計画表上の他会計補助金（収益的収支）が該当する。 

【 収益的収支 】 

維持管理や料金徴収など、経営活動に係る収入と支出を示す。 

【 資本的収支 】 

施設の建設に係る支出とその財源となる収入を示す。  

〇経営の効率化を進め、企業債については適正な水準を検討し、一定の資金残高
　を確保することで健全な下水道事業経営を目指します。

〇使用料収入の適正な水準を改めて検討します。
　また、計画期間の前半で一般会計繰入金（基準外）を減額し、財源の適正化
　を図ります。

経営目標
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企業債は下水道施設の建設に要する資金に充てるために発行しますが、建設改良費を
平準化することで発行額の適正化を図り、計画的に償還（返済）していくことで、企業
債残高を減額させていく計画としています。 
その他の財源については、国庫補助金は国土交通省の基準、また、受益者負担金・分

担金は市の実績に基づき試算しています。 
 

6-3 財政収支の見通し 

試算した投資・財源額を基に、計画期間 10 年間の財政シミュレーションを行い、収
益的収支と資本的収支について収支計画を策定しました。 

 

6-3-1 収益的収支 
図 6-1 に示すとおり、利益分については一般会計繰入金（基準外）を減額していき、

令和 9 年度でゼロとすることで、基準外の繰入金に頼らない経営を実施していきます。
また、令和 11 年度に使用料改定を実施することで一定水準の当年度純利益を確保して
いきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1 収益的収支（改善案） 
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6-3-2 資本的収支 
図 6-2 に示すとおり、資本的収支においては、支出が収入を上回り毎年不足額が発生

しますが、主に内部留保資金*を補填財源として計上することで、収支均衡（ゼロ）を
図ります。 
図 6-3 に示すとおり、令和 11 年度に使用料改定を実施することで施設の老朽化に伴

う将来の更新に備えて補填財源を確保することが可能となります。 
なお、一般会計繰入金（基準内）は現状の額から微減で推移していく計画となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             図 6-2 資本的収支の推移 ※使用料改定を実施しても資本的収支は変わらない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 用語解説 〉 

【 内部留保資金 】 

減価償却費などの現金支出を伴わない支出と、長期前受金戻入*などの現金収入がない収入

との差額によって生じる企業内に留保される資金のこと。 

【 長期前受金戻入 】 

固定資産取得のために交付された補助金などについて、減価償却見合分を収益化したもの

で、現金を伴わない収益である。  
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   図 6-3 補填財源残高の推移（改善案） 

 

6-3-3 資金残高の見通し 
健全な下水道経営を実施していくためには、一定の現金を確保しておくことが必須と

なります。図 6-4 に示すとおり、一定の資金が確保されている状況となります。また、
令和 11年度に使用料改定を実施した場合、令和 16 年度には約 6.5 億円の資金残高とな
ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-4 資金残高の推移（改善案） 
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図 6-4 資金残高の推移（改善案） 
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6-3-4 企業債などの見通し 

企業債、企業債償還金、企業債残高の推移は図 6-5 に示すとおりとなります。 
企業債については、下水道施設は一度整備しますと長期にわたり使用していきますの

で、世代間負担の公平を保ちつつ、将来世代への過度の負担とならないよう、効率的な
下水道事業の実施に併せて適正化し、計画的に発行していきます。その結果、令和 7 年
度は約 13.5 億円を借入する見通しですが、令和 8 年度から令和 16 年度の間は毎年約 7
～11 億円で推移していく計画となります。 
企業債償還金は令和 7 年度の約 14 億円から減額していく見通しであり、令和 16 年

度には約 10.7億円となります。 
企業債残高は令和 7年度の約 153億円から令和 16年度には約 116億円に減額してい

きますが、将来的にもこの傾向は続く見通しであり、将来世代への負担は軽減されてい
きます。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-5 企業債・企業債償還金・企業債残高の推移 
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第7章 今後の取り組み 
 

7-1 今後の投資についての取り組み 

7-1-1 民間活力の活用 
事業の効率化のため、PPP・PFI*のうち、DBO*や包括的民間委託*など、最新の動向

を調査・研究しながら効率的な経営手法を検討し、直営・委託のいずれが最良かを見極
め、必要に応じて導入していきます。 
 

7-1-2 投資の平準化 
持続可能な下水道事業を実施していく中で、選択と集中により経営状況を踏まえなが

ら、事業の優先度を見極め、投資の平準化を図っていきます。 
 

7-1-3 施設・設備の合理化（スペックダウン） 
今後、人口減少や節水機器の導入により、汚水量の減少が見込まれるため、改築時期

を迎えた施設の改築の際には、ポンプなどの機器の能力が適正か判断し、合理化の検討
を行います。 

 

7-1-4 その他 
今後の基本計画見直し（概ね 10年毎）及び事業計画の変更（概ね 5年毎）において、 

効率的な下水道整備区域を検討していく予定です。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

〈 用語解説 〉 

【 PPP・PFI 】 

PFI（Private Finance Initiative）とは PPPの一つの手法で、 公共施設の設計、建設、維

持管理及び運営などに民間の資金とノウハウを投入して実施するものである。 

【 DBO 】 

DBO（Design Build Operation）とは PPPの一つの手法で、公共が資金調達を行い、公共施

設の設計、建設、維持管理及び運営を民間事業者に委託するものである。 

【 包括的民間委託 】 

PPPの一つの手法で、民間事業者に対して施設管理に一定の性能の確保を条件として課す性

能発注の考え方に基づく委託方式であり、下水処理場の運転・維持管理を民間事業者の裁量に

任せることで、効率化を図るものである。  
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